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平成２３年度第３回 岐阜県青少年育成審議会第２部会議事録（要旨）

日 時 平成２３年１２月２日（金） １３：００～１４：１０

場 所 岐阜県庁 ３南１会議室

出 席 者 ＜委員＞ ４名

川田部会長、淺野（隆）委員、磯谷委員、若井委員

＜県＞ ４名

箕輪男女参画青少年課長、男女参画青少年課職員３名

会議の概要

１ 開会

２ 男女参画青少年課長 あいさつ

３ 諮問事項

有害図書類の指定について

資料の説明の後、図書の回覧により審査、了承を得た。

４ 報告事項

図書取扱業者等の条例の遵守事項について

資料に基づき事務局から説明

５ その他

「岐阜県子ども・若者育成支援ネットワーク会議」について

資料に基づき事務局から説明

６ 閉会

議事の概要

進行次第 発言者 発言

審査意見 磯谷委員 チャンプロードは全国一律で指定されているわけではなく、各

都道府県で個別指定に対する見解が違うととらえてもいいのか。

チャンプロードの内容を容認している県もあるということか。

事務局 各都道府県において個別指定される雑誌については県によって

異なる。ドラッグ・マリファナ関連の書籍を指定する県もあれ

ば、暴力団関係の書籍を指定する県もあるなど地域差がある。

岐阜県では平成１７年から一貫して個別指定をしている。
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若井委員 図書についてはもちろんだが、それよりもインターネット上で

の有害情報の氾濫が問題になるのではないか。

淺野委員 図書はお金を出して買わないとみることができないが、インタ

ーネットは環境さえ整っていれば無料で情報を得ることができて

しまう。親が知らない間に簡単に情報を得ることができるのでは

ないか。

事務局 携帯電話のフィルタリング強化を呼びかけているが普及率が上

がっていないのが現状である。

県としては、インターネット環境整備法等の様子を注視してい

る。今は条例制定よりも青少年や保護者向けへの啓発活動に力を

入れ取り組んでいる。

川田委員 図書類の陳列方法について、ビニールで包装するとかえって目

立ってしまうのではないか。 背表紙だけ見せるような陳列方法

に統一したほうがいいのではないか。

淺野委員 現在、包括指定に該当する図書はほとんどがテープで2点留めさ

れ陳列されている。岐阜市内の大半の本屋では、有害図書は背表

紙だけがみえるような陳列がされているはずでありそのように陳

列するよう依頼をしている。（週刊誌やアダルト系の漫画雑誌は

表紙がみえるような陳列が多いが。）

ただし、書店組合からは組合に加盟している本屋にしか依頼が

できない。

磯谷委員 コンビニエンスストアは青少年が有害図書を目にしやすい場所で

あり、最も気を付けなければいけない場所であると考えられるが

以前と比べると、とても積極的に区分陳列等に取り組んでいただ

いており感心している。

若い人にも是非見てほしい映画である。（淺野委員）

・映画の主人公は母親とのやりとりなどで、引きこもりになっていくが、同じ引きこ

もりや不登校の現状で悩む人やそのお母さんとご家族に見てもらいたい映画である。

駅の張り紙のシーンがよかった。（伊藤委員）

・皆さんと同じ意見で全体的によいと思う。なお映画の中で、農業の現状が描かれて

いる。農業を通して主人公が再生していくところに価値があり、同じ農業関係者とし

て評価している。 （服部委員）

・農業を通じて母親の気持ちを理解するといったところがいいのではないかと思う。（浅野

部会長）

＜その他、委員からの意見＞

・例示の雑誌については、すべて有害である。主にコンビニ系列で販売されている雑誌では
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ないかと思うが、書店へはほとんど入ってこない。包括指定に該当する雑誌、本については

袋詰め、紐で縛る等の自主規制を行っている。また書店組合全員にも説明を行っている。

（淺野委員）

・このような雑誌は青少年健全育成上よくないと思うので、是非指定してほしい。(伊藤委

員）

・大人にとっても刺激が強い、子ども達が見たらなおさらだと思う。是非指定してほしい。

（服部委員）

・普通の青少年がなんとなく手にとってしまうという機会をなくすのが必要である。コンビ

ニ等を見ても成人コーナーの設置が進むなど連携はとれているのではないかと思う。(磯谷委

員）

・パソコン上に、バイクで時速200キロを出し、走行した動画を投稿したことにより逮捕され

るという事件があったが、このチャンプロードという雑誌がもとで逮捕されるようなことは

ないのか。（伊藤委員）

～ 雑誌がもとで逮捕という事案はないが、県下で共同危険行為等で検挙される少年のほ

とんどが愛読している雑誌であり、雑誌の中に現役の暴走族が投稿をするなどしてい

る事実もある。また、過去の暴走行為の捜査の資料として裁判所にも提出されていま

す。 ～ （事務局）


